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地方公営企業法適用の背景 

 農業集落排水事業は、人口減少局面を迎えている本市においては、今後も使用料

収入の大きな増加が期待できない中、施設の維持管理費に係る費用が増加し、経営

環境が厳しくなることが見込まれています。 

 こうしたことから、複式簿記の導入による経済性を発揮し、事業全体の損益や資

産に係る状況をより詳細に把握するとともに、財務状況の透明性を向上させること

で、住民への説明責任をさらに果たすことなどにより、持続的な経営を実現するこ

とを目的に本市農業集落排水事業に地方公営企業法の全部を適用することにしまし

た。（令和６年１２月議会において関係する条例を整備済み） 

 また、このことは、全国的な課題でもあり、国からも、地方公共団体の公営企業

の地方公営企業法の適用について要請されています。 

 

 

【地方公営企業法】 

○法の趣旨等 

・ 地方公営企業は、一般行政事務と同様に住民福祉の向上が目的であり、公共性が

求められるが、加えて、独立採算的にサービスを提供し、経済合理性に即して効率

的に運営することが可能であることから、経済性についても強く求められている。 

・ 一般行政事務と同様に地方公共団体に関する基本法（地方自治法、地方財政法、

地方公務員法）の規定のもと運営される必要があるが、一般行政事務と同様に取り

扱うと合理的・能率的な運営を阻害するおそれがあることから、企業としての経済

性を発揮させるための特別法である「地方公営企業法」が定められている。 

○法の概要 

・企業会計の導入 

・独立性の強い組織 

代表権まで含む広範な権限を持つ（職員の任免、分課の設置、契約の締結、料金の徴収、

予算原案作成）公営企業管理者の設置 

○法の適用範囲 

・水道事業、交通事業等７事業：全部の規定が当然に適用 → 全部適用 

・病院事業：財務規定等の一部のみが当然に適用 → 一部適用 

・その他（下水道事業、集落排水事業等）：法の適用は任意 

 

 
 

企業会計 
 

官庁会計 

目的・特徴 
独立採算性の確保 

財務・経営状況の把握 

税収入等の効率的・効果的な分配 

予算による統制 

記帳形式 
複式簿記（経済価値の変動を

記録） 

単式簿記（現金の入出金を記

録） 

会計原則 
 

発生主義 
 

現金主義 

資産把握 
 

減価償却の導入 
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総務省通知（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 略 ） 

 

 

 

 



 

川越市農業集落排水事業 事業概要 

 

１ 事業目的 

農業集落における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善を図る。 

 

２ 事業採択 

⑴鴨田地区 

平成 12 年 4月 3日付け農整第 448号にて事業採択。 

⑵石田本郷地区 

平成 18 年 4月 28日付け農整第 155号にて事業採択。 

 

３ 農業集落排水処理施設使用料等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 使用 料  

一般家庭 基本使用料（1,619円）+人数使用料（333円×人数）+消費税 

※4人世帯月額（1,619 円+（333円×4人））+消費税=3,246円 

事業 所 基本使用料（1,619円（20人未満））+人数使用料（523円×人数）+消費税 

⑵ 分担 金 一単 位 381,000円 



 

４ 農業集落排水処理施設概要 

⑴ 鴨田農業集落排水処理施設 

・案内図 

（大字鴨田、大字石田本郷、大字古谷上、大字川越及び大字伊佐沼の各一部） 

 

・施設概要 

 

 

 

 

 

  

⑴ 供用開始    平成 18 年 4 月 1 日 

⑵ 事業期間    平成 12年度～平成 17 年度（6ヵ年） 

⑶ 総事業費    1,761,033千円 

（内訳 国県費 765,890千円 分担金 159,830千円 起債 669,800 千円 市費 165,513千円） 

⑷ 施設概要    管路延長 15,313m 処理施設１箇所 ポンプ 8箇所 

⑸ 計画平均汚水量 559 ㎥/日 

⑹ 処理方式    DO制御連続流入間欠ばっ気方式 

⑺ 計画戸数    計画 408戸 2,070人（定住人口 1,550 人、流入人口約 520 人） 

⑻ 接続戸数    387戸（住宅 346事業所 34集会所 7） 1,217 人   

⑼ 接 続 率    95.59% 

⑽ 流 入 量    293 ㎥/日（令和 5年度平均） 

（令和６年１２月末現在） 

鴨田農業集落排水処理施設 



 

⑵ 石田本郷農業集落排水処理施設 

・案内図 

（大字石田本郷、大字菅間、大字鹿飼及び大字鴨田の各一部） 

 

・施設概要 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

⑴ 供用開始    平成 24 年 4 月 1 日 

⑵ 事業期間    平成 18年度～平成 23 年度（6ヵ年） 

⑶ 総事業費    1,469,904千円 

（内訳 国費 581,090千円 分担金 135,255 千円 起債 734,000千円 市費 19,559千円） 

⑷ 施設概要    管路延長 10,506m 処理施設１箇所 ポンプ 11箇所 

⑸ 計画平均汚水量 481㎥/日 

⑹ 処理方式    DO制御連続流入間欠ばっ気方式 

⑺ 計画戸数    計画 421戸 1,780人（定住人口 1,660人、流入人口約 120 人） 

⑻ 接続戸数    310戸（住宅 293事業所 14 集会所 3） 933人 

⑼ 接 続 率    73.6% 

⑽ 流 入 量    270 ㎥/日（令和 5年度平均） 

（令和６年１２月末現在） 

 

 

石田本郷農業集落排水処理施設 


